
 

                           建 設 環 境 委 員 会 

                      平成 20 年 4月 18 日  土木部公園緑地課 

件 名  あらかわ遊園ふあふあ遊具の運営再開について 

骨 子 
あらかわ遊園Ｂ地区のキッズランドにおける事故のため、休止していた

『ふあふあ遊具』については、安全対策を実施し、運営を再開する。 

再 開 日   ４月２６日（土） 

再 開 場 所   あらかわ遊園Ａ地区のふあふあランド 

安 全 対 策 

（１）あらかわ遊園 

①事業部長及び安全管理専門職員の配置 

    ・あらかわ遊園の安全対策を強化するため、事業部長及び安全管理

専門職員を配置した。 

  ②安全管理体制の整備 

・遊園の開園前に、事業部長は、気象情報の把握と遊具の始業時点

検の内容を確認して、ふあふあ遊具の運転の可否を判断し、担当

者に指示する。 

・開園中は、安全管理専門職員が定期的に気象状況の変化及びふあ

ふあ遊具の正常稼働を確認し、異常がある場合には、事業部長の

判断により、中止の指示を行う。 

  ③運用マニュアルの作成・遵守 

    ・作成した具体的判断基準を含めた運用マニュアルについて、毎朝

の朝礼において、マニュアルを遵守することを徹底する。 

  ④職員の安全意識の徹底 

    ・毎朝、各分野の責任者を集めて、朝礼を行い、職員一人ひとりの

危機管理意識を高めるとともに、責任者の指示が迅速・正確に伝

達できるように徹底する。 

  ⑤職員間の情報伝達の迅速化 

・遊具の使用中止等の連絡について、職員全員に携帯電話を持たせ、

迅速かつ正確に伝達する。 

  ⑥緊急連絡体制の再整備 

・遊具の責任者、遊園の責任者、ＡＣＣ本部、区への連絡体制を再

確認・徹底し、緊急連絡網及び指示命令系統図を整備した。 

  ⑦強風時の運転停止 

    ・風速 10ｍ／ｓ以上を計測した場合には、即座に運転を停止する。 

    ・10ｍ／ｓ未満であっても、強風が予測される場合には、状況をみ

て運転を停止する。 

  ⑧気象に関する情報収集の強化 

    ・毎朝の天気予報を確認するとともに、風や雷などの天候急変に備

えて、新たに民間気象情報会社からの情報により、ピンポイント

天候情報（天気・気温・風）を収集している。 

資料３ 



 

・防災センターから直近の気象情報を収集する。 

  ⑨ 風速計の設置 

    ・Ｂ地区とふあふあランド（Ａ地区）の２箇所に風速計を増設し、

身近な所で風速計のデータを確認できるようにした。 

  ⑩アンカーの設置と重りの整備 

    ・ふあふあ遊具は、強風時に運行を中止することが基本であるが、

ふあふあ遊具の四隅に重りに換えてアンカーを設置し、万一の突

風時の浮き上がりをふせぐ。 

・重りについては、接合部の強化を図った最新のものに交換する。 

  ⑪遊具メーカーとの連携 

    ・ふあふあ遊具の取り扱いについて、遊具メーカーとの緊密な連携

を図る。 

（２）荒川区 

  ①指定管理者への指導監督の強化 

・施設安全担当を配置し、事故を未然に防止するため、園内を巡回・

点検し、安全管理を確認している。 

・ふあふあ遊具については、風速計や運用マニュアル等に基づき、

安全に運営されているか、点検を強化する。 

（３）区民・利用者 

  ①あらかわ遊園見守り隊の設置 

・ボランティアによるあらかわ遊園見守り隊を設置し、区民の目線

で遊園の安全対策のチェックが行われ、安全面で指摘された事項

について改善を行う。 

 


